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Cyber Portの取組について

2025年3月27日

国土交通省 港湾局 参事官（港湾情報化）室

2025年3月27日（木）
「第１5回国際海上コンテナの陸上輸送に係る安全対策会議」
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サイバーポート三分野の概要

サイバーポートとは、下記の３分野の情報を一体的に取り扱うデータプラットフォームであり、相互のデータ連携を可能にする。

①港湾物流分野：民間事業者間（BtoB）の港湾物流手続 ②港湾管理分野：港湾管理者へ（BtoG）の行政手続や調査・統計業務
③港湾インフラ分野：港湾の計画から維持管理までのインフラ情報

サイバーポートの導入目的

• 現状、紙、電話、メール等で行われている港湾関係者間のやり取り等を電子化し、港湾を取り巻く様々な情
報が相互に繋がる環境を構築することで、港湾全体の生産性向上を図る。

サイバーポートの全体像

入出港関連手続
港湾施設関連手続等

②港湾管理分野（2024年1月運用開始）

港湾管理者手続の電子化、
調査・統計業務の効率化

を実現
港湾に係る統計調査
（港湾調査等）

①港湾物流分野（2021年4月運用開始）

施設整備
（設計・施工等）

港湾計画

維持管理

港湾台帳

港湾施設の計画から維持管理までの一連の情報を電子化・
一元管理を行い、効率的なアセットマネジメントを実現

③港湾インフラ分野（2023年4月運用開始）

利用情報

相互に情報連携

コンテナ貨物に関する民間事業者の手続を電子化し、
効率的な物流を実現
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サイバーポート（港湾物流分野）の概要と目指す姿

概要

民間事業者間のコンテナ物流手続対象手続

荷主、外航船社、内航船社、NVOCC／
フォワーダー、海貨業者、通関業者、ターミ
ナルオペレーター、陸運業者、倉庫業者、船
舶代理店、届出荷送人、登録確定事業者

対象事業
者

データプラットフォーム機能（帳票作成/情
報連携/手続依頼等）

業務支援機能（帳票テンプレート/タイムライ
ン（履歴確認）/既読確認/タスク管理/帳票デー
タ一括DL/メッセージ送受信/ファイル添付等）

NACCS連携機能（CP上でNACCS業務

（82業務コード対応）を実行） 等

主な機能

業務効率化、手続可視化 等
（2021年度の実証事業で最大60%の時間削減
効果を確認）

導入効果

ブラウザ（GUI）利用
自社システム等とのAPI連携

利用方法

2021年4月運用開始稼働

2026年３月まで：無料
2026年4月～：6,600円／（月・社）

利用料金

Cyber Port の目指す姿

港湾物流に関わる全ての関係者・システ
ムを繋ぐことで、全体最適化
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荷主

海貨

陸運

ターミナル
オペレーター

船会社

S/I

FAX
船腹予約

海貨

予約確認

空PUO

Email
TEL

通関・倉庫

税関

I/V

P/L

FAX
許可申請

自社システム TEL

引取予約

・・・

作成

作成

手入力

荷主 陸運 ＣＴ

S/I 船腹予約 空PUO I/V P/L

・・・・・・・・海貨 船社 海貨 海貨 通関

事業種別の情報伝達方法

8.9%
29.4
%

60.6
%

1.2% 荷主

13.5%

25.5%
60.5%

0.4%
海貨

38.4
%

20.6
%

39.9
%

1.1%
外航船社

30.2%

19.8%

47.5%

2.4%
陸運

電子化

メール添付

紙･電話等

その他

【現状の情報伝達の課題】

• 紙情報の伝達による再入力・照合作業の発生

• トレーサビリティの不完全性に伴う問い合わせの発生

⇒潜在コスト増加の一因に

• 書類記載内容の不備等の発生

⇒渋滞発生の一因に

【情報利活用による長期的効果】

• データ分析に基づく戦略的な港湾政策立案（国等）（港湾
施設に関する計画、整備、維持管理に至る効率的なア
セットマネジメント等）

• 蓄積される情報とAI等の活用等により新たなサービス
の創出（民間事業者等）

コンテナ物流全体の生産性の向上、国際競争力強化

情報の利活用
港湾管理 港湾インフラ

サイバーポート（港湾物流分野）の効果

民間事業者間のコンテナ物流手続を電子化することで、「業務効率化」と「手続可視化」
を行い、生産性向上を実現するデータプラットフォーム。

現状の事業者間の情報伝達イメージ Cyber Portを活用した事業者間の情報伝達イメージ

書類間の
情報連携

【データ連携による短期的効果】

• データ連携による再入力・照合作業の削減

• トレーサビリティ確保による状況確認の円滑化
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サイバーポート（港湾物流分野）の登録状況

利用登録社数・事業種別登録数 事業種別申請数

4

2021年4月の運用開始以降、順調に利用登録が進み、
2025年3月時点で利用登録社数は833社、事業種別登録数は1,185者。

セミナー（3回） セミナー（4回） セミナー（4回）、WS（4回）
国際物流総合展

CONPAS申請一体化

Colins連携機能実装
NACCS連携機能実装 NACCS連携API公開

WS(2回)

機能
改善
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拡大
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トラッキ
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2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

登録企業数 登録事業者数 事業種別 登録数

荷主 81

外航船社・内航船社 10

NVOCC/フォワーダー 127

海貨業者 87

通関業者 323

ターミナルオペレータ 29

陸運業者 405

倉庫業者 66

船舶代理店 17

届出荷送人 8

登録確定事業者 32

計 1,185
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サイバーポート（港湾物流分野）の利用拡大に向けた取組

5

利用者拡大に向けた取組

関連プラットフォームとの連携機能の実装・拡充や
パッケージソフトとの連携を推進

その他の取組

他省庁と連携したデジタルトランスフォーメーション（DX）の機運醸成やデータ利活用等の将来の機能実装に
向けた検討等を推進
例）「貿易プラットフォーム利活用に向けた検討会」（経済産業省主催）への参画、
データ利活用機能の具体化（海外事例や国内関係者を対象としたデータ利活用ニーズの調査） 等

認知度向上のための情報発信から導入意向のある
企業への導入サポート等、多層的な取組を推進

ネットワーク拡充に向けた取組

展示会への出展

ワークショップ

サイバーポートが目指すのは、港湾物流手続に関する「データプラットフォーム」として、異なるシステムや関係
者を「繋ぐ」役割。貿易ＤＸ実現のため、更なる利用者の拡大やネットワーク拡充に向けた取組を推進。

情報発信・認知度向上
プレスリリース
各種メディアへの広告掲載
ポータルサイトの充実 等

導入意向企業の抽出
展示会等への出展
セミナー
ワークショップ 等

導入・実利用に向けたアプローチ
体験版申込
導入支援
プロジェクト化 等
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○ コンテナ貨物搬入票のデジタル化に向けて、トライアル等の取組を実施。
○ 2025年2月17～21日に実施したトライアルでは、東京・横浜の3ターミナルで計111件の搬入を対象に、

サイバーポート上での搬入票の作成とCONPASを介したターミナルへの照合を検証した。今後は、必要
な機能改善を行い、関係者の輪を広げつつ常時運用の開始や他ターミナルへの展開等を順次進める。

OWPU

船社等PF TOS(CY)ユーザー

海貨
倉庫
陸運
等

CP

搬入票作成
照合依頼

照合結果
搬入情報

照合結果

CONPAS

搬入票作成、照合依頼

照合結果

照合

• WEBサービス
• 空コンピック申込、搬

入票作成

• PF（港湾物流手続）
• 搬入票等の帳票作成、

連携等

• PF（ゲート混雑解消）
• 搬出入予約、搬入情

報の事前照合等

サイバー
ポート（港湾

物流）

CON
PAS

ﾀｰﾐﾅﾙ

照合結果

照合

ﾀｰﾐﾅﾙ

照合結果

照合

ﾀｰﾐﾅﾙ

・・・

2023年10月トライアル

方式①：OWPU入口

CY：横浜港南本牧

倉庫現場でのPCによる
情報入力に課題

2025年2月トライアル

方式②：CP入口

CY：東京港大井2号、大
井4号、横浜港南本牧

計111件の搬入票作成・
照合を実施

常時運用の開始、
他ターミナルへの展開等
を順次進める

方
式
①

方
式
②

OWPU,CPそ
れぞれで機能改
善を実施（モバ
イル対応等）

コンテナ貨物搬入票のデジタル化

6
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（参考）搬入情報の事前照合機能
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（参考）モバイル版：3点情報入力

8【出典】2025年2月6日「Cyber Port（サイバーポート）の機能改善のお知らせ＜留意事項あり＞」 https://www.cyber-port.net/ja/information/detail/170
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（参考）モバイル版：3点情報入力

9【出典】2025年2月6日「Cyber Port（サイバーポート）の機能改善のお知らせ＜留意事項あり＞」 https://www.cyber-port.net/ja/information/detail/170

サイバーポートでは、届出荷送人・登録確定事業者のマスタ
を有しており、自社又は取引内の関係先の届出／登録番号
をプルダウンで選択すると会社名等が自動で反映される。
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コンテナ内の積付情報等の共有

10

○ サイバーポートでは、各種帳票に画像ファイルを添付して、関係者間で共有する仕組みを有していること
から、コンテナ内の積付情報等を共有することも可能。

＜陸運事業者への積付情報等の伝達に活用可能
と想定されるサイバーポートの帳票の例＞

運送依頼書（輸出/輸入）

コンテナ貨物搬入票（輸出） ※重量情報も掲載

荷渡指図書（輸入）

＜サイバーポートの添付ファイルの要件＞
• ファイル形式：画像（jpg、jpeg、gif、png、tif、tiff、

bmp）、アプリケーション（pdf、xls、xlsx）
• 添付可能なファイル数は1帳票あたり最大10ファイル
• 添付できるファイルサイズは1ファイルあたり最大10MB

（出典)第14回国際海上コンテナの陸上運送に係る安全対策会議 資料2
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危険品関連書類のデジタル化
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○ 依然として紙・メールでのやりとりがされている危険品関連書類（危険物明細書、危険物・有害物事前連
絡表）について、サイバーポートを用いて、帳票の作成や関係者への連絡等をデジタル化し、危険品関連の
業務の効率化を実現する。

2026d2025d2024d年度

10～34～91～310～127～94～6321121110987654月

関係者調整
（協会等）

業務ヒア

機能構築

トライアル

要件定義、設計

追加確認
事項の集
約・回答
の展開

トライア
ルを実施
する支部
の特定

トライアル実
施支部の業務
ヒア

トライアル実施支部にお
ける関係事業者の業務
ヒア

構築、テスト

トライアル

トライアル
内容調整、
事前設定、
操作説明

（要すれば）
改善

【対象帳票】 危険物明細書（赤紙）、危険物・有害物事前連絡表（白紙）、関連書類（DGリスト等）

【関係者】 荷主、海貨、倉庫、ターミナル、船社、港湾貨物運送事業労働災害防止協会（港湾労災防止協会）

【導入効果】 ［荷主・海貨・倉庫等］ 赤紙・白紙の作成・提出の効率化等
［港湾労災防止協会］ 白紙の受領・確認の効率化等
［ターミナル］ DGリスト作成の効率化等

【進め方】 現場での業務に即した電子化を実現できるよう、横浜、名古屋、大阪の3支部（港湾）を対象に、業務ヒア
リングを行った上で機能を構築し、トライアルにて検証する。

機能リリース
順次、全国に展開
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参考資料
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Cyber Port の対象範囲

引合 契約
通関・
船積
指示

荷主・海外客先

- 契約条件交渉
- 見積

荷主・海外客先・
銀行・保険など
- 契約締結
- (任意) LC、保険

通関
手続

モノの輸出許可取得

船積
手続

モノの移動・港湾作業
荷主・海貨等・
船会社など
- 通関・船積書類
- Bookingなど

決済

モノが客先
に到着 代金を支払い取引を決める 取引リスク管理 取引からモノへ

商流(取引)の範囲 物流(モノ)の範囲 金流(お金)の範囲

物流会社・税関など
- 通関申請
- 通関許可

海貨等・ターミナルオペレーター・
倉庫・陸運・船会社など
- 港湾手続
- 搬入・搬出・船積

海外客先・荷主・
銀行・保険など
- 代金決済
- (不具合時) 求償

国内 海上・相手国

銀行 保険

貿
易
手
続

（輸
出
の
場
合
）

手
続
関
係
者

民間プラット
フォーム

民間プラット
フォーム

サイバーポートは、貿易手続全体のうち港湾物流手続を対象。
周辺の手続を担うプラットフォームとも連携・整合をとりつつ、全体としてデジタル化を推進。

13
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Cyber Port の主要機能
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Cyber Port の役割と連携事例

15

＜Cyber Port の役割（国運営PF）＞
民間PF・自社システム等がある中で、Cyber Port の立ち位置は「データ連携の基盤≒情報インフラ」。

中小企業も含め、負担感の少ない低廉な価格で、各社共通で必要な機能を備え、多様なシステムを“繋ぐ”PF。

各システムが得意とする部分を生かし、Cyber Port はシステム間での必要なデータ連携を実現するための基盤と

して機能。

社内外との連携 NACCS業務 各Webサービス連携

『TradeWaltz』 by TradeWaltz
様（輸出入通関依頼等）

『Power-T』 by三井倉庫様（空ｺﾝ
ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｵｰﾀﾞｰ）

各TOS（宇徳様、鈴江様、YPM様）
※ターミナル問合せ機能

自社システム 等

（複数のパッケージソフト、Webサー
ビスで連携機能を構築中）

自社システム 等

『MonCargo』 by MonCargo様
（ブッキング番号、B/L番号）

『MARINE My Page』 by損害保
険ジャパン様（I/V） 等

社内外への手続・作業依頼／受付、情
報連携等を実施

Cyber Port を経由してNACCS業務
を実施

各サービスの提供に必要な情報をCP
から取得

＜連携事例＞
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CONPAS概要

16
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『帳票』について

17

CPでは、現実の貿易書類（I/V, P/L等）に相当する『帳票』別に情報項目を保持
異なる『帳票』間でも、共通の情報項目はデータが自動連携される仕組み（ルートドキュメ
ント）を採用。NACCS業務にも自動連携。

⇒ 上流情報が下流に自動反映されるため、再入力や照合作業が不要。

帳票名称帳票コード

ブッキング依頼書UL010

危険物ブッキング依頼書UL020

危険物明細書UL030

船積依頼書(S/I)UL040

船腹予約確認書UL050

空コンテナピックアップオーダーUL060

運送依頼書UL070

機器受領書（EIR）UL080

コンテナ貨物搬入票UL090

商業送り状（I/V）UL100

仮送り状UL110

パッキングリスト（P/L）UL120

ドックレシート（D/R）UL130

コンテナ内積付書（CLP）UL140

帳票名称帳票コード

船荷証券（B/L）UL150

海上運送状（ウェイビル）UL160

複合運送証券UL170

コンテナリストUL180

バンニング作業依頼書UL190

積荷目録UL200

フレート情報UL210

振込・振替明細帳票UL220

振込完了通知書UL230

B/L番号通知書UL240

外航ブッキングリストUL250

内航ブッキングリストUL260

納品書UL360

コンテナ確定重量報告書UL440

帳票名称帳票コード

運送依頼書UL070

機器受領書（EIR）UL080

商業送り状（I/V）UL100

仮送り状UL110

パッキングリスト（P/L）UL120

船荷証券（B/L）UL150

海上運送状（ウェイビル）UL160

複合運送証券UL170

コンテナリストUL180

積荷目録UL200

振込・振替明細帳票UL220

振込完了通知書UL230

外航ブッキングリストUL250

内航ブッキングリストUL260

帳票名称帳票コード

輸入指図書UL270

輸入貨物荷捌依頼書UL280

到着通知（A/N）UL290

荷渡指図書UL300

荷渡指図書レス申込書UL310

コンテナ貨物搬出票UL320

CFS搬出票UL330

貨物輸送送り状UL340

コンテナ貨物受領書UL350

納品書UL360

ターミナル問合せUL480

ターミナル支払申込兼入金通知書UL490

＜輸出＞ ＜輸入＞
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『取引』について

実務では、取引相手先との間で必要な情報のみを伝達。
CP上でも、『取引』という仕様を設け、当該取引に参加している関係者のみ取引内の帳票を参
照・更新可能とすることで、適切な情報の管理を確保。
『取引』の基本仕様は、次の通り。

「取引」は、誰でも新規作成可能。
「取引」に参加している者は、他者を取引に追加可能（追加されない限り他者の作成した取引には参加不可）。
「取引」は、基本的にB/L単位で作成。
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『組織（会社/組織/利用者）』について

CPでは、「会社」－「組織」－「利用者」という3層でユーザーを管理。
「会社」単位で、事業種（業を証明する文書等を添付）を選択して利用登録。
「組織」は、事業所別・部署別等、自由に設定可能。「組織」には、会社別に登録した事業種を
自由に割当可能。事業種に応じて各帳票へのアクセス権限が定まる（詳細後述）。
「利用者」は、「組織」に紐付けて、自由にアカウント作成可能。利用者の各帳票へのアクセス権
限は、紐付けられた（＝所属する）「組織」に依存。
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『権限』について

帳票へのアクセス権限は、実務を踏まえて「帳票」別に「事業種」別の標準の権限を用意。
アクセス権限の分類は、「ReadWrite」「Read」「－」の3段階。
権限は、「取引」ごとに、取引関係先を追加する際、権限を弱める方向にのみカスタム可能。
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▲上の二次元バーコードより
ポータルサイトへアクセスできます


